
１．件 名：東北電力株式会社女川原子力発電所及び東通原子力発電所の原

子力事業者防災業務計画の修正の検討について 

 

２．日 時：令和元年12月11日 17:30～18:18 

 

３．場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓 

 

４．出席者 

原子力規制庁 緊急事案対策室 

宮地防災専門官、岡村係長 

東北電力株式会社 

原子力本部 原子力部（防災担当）課長 他2名 

 

５．要 旨 

東北電力株式会社から、同社女川原子力発電所及び東通原子力発電所

の原子力事業者防災業務計画の修正として、以下を検討しているとの説

明があった。 

・分社化に伴う記載の見直し 

・原子力事業所災害対策支援拠点に係る見直し 

・その他、記載の適正化 など 

原子力規制庁より、送配電部門の分社化について、原子力防災組織の

業務を一部委託する社として原子力防災業務計画に定めるのか確認した

ところ、分社後の組織の本来業務であり委託には該当しないが、関係が

わかるように記載を検討するとのことだった。 

東北電力株式会社から、引き続き検討するとのことだった。 

 

６．その他 

配布資料：あり 
 


